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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社はコーポレート・ガバナンスの基本方針として、迅速な意思決定及び経営効率の追求、経営責任の明確化、経営の透明性及びコンプライア
ンス体制の充実、監査役による取締役の業務執行状況に対する監査機能の強化、リスク管理思想の具現化の５つを掲げております。

　この経営姿勢を貫くことによって、株主をはじめとする全てのステークホルダー（利害関係者）から信頼を獲得し、長期的に企業価値を高め、持続
的な成長を可能にすると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社では、各原則のうち２項目について、現時点では一部未実施・検討中となりますが、下記のとおり取組みを行っております。

【補充原則４－１０－１　指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】

　独立社外取締役は現在２名であり、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査役との連携体制は構築されており、取締役会において指名・報酬等
についても、十分な議論が行われております。任意の指名・報酬委員会の設置は今後、検討してまいります。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性の分析・評価】

　取締役会全体の実効性の分析・評価およびその開示については、今後の検討事項とします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として開示し、以下の当社ホーム
ページに掲載しております。

http://www.monogatari.co.jp/ir/c_g.html

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

小林　佳雄 501,410 8.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 470,800 7.82

小林　雄祐 264,800 4.40

小林　早苗 235,140 3.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 204,400 3.39

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ（常任代理人香港上海銀行東京支
店）

158,000 2.62

青山商事株式会社 148,000 2.46

豊橋信用金庫 110,000 1.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 107,400 1.78

小林　洋平 103,635 1.72

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 6 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

黒石　明邦 他の会社の出身者 △

笠原　盛泰 他の会社の出身者

西川　幸孝 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

黒石　明邦 　

2013年9月まで当社取引先金融機関で

ある豊橋信用金庫の非常勤の顧問として

勤務しておりました。

　信用金庫の理事等を歴任し、その業務を通じ
て幅広い知識・経験等を有しており、客観的な
立場から意見を述べるとともに、取締役の業務
執行を監督するために選任しております。

　なお、同氏の略歴にある豊橋信用金庫は、当
社の大株主かつ主要な借入先でありますが、
それ以外に特別な利害関係は有せず、客観的
な立場から経営監視を行っております。



笠原　盛泰 ○ 該当事項はありません。

　事業法人の経営者として実績を上げ、その活
動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域
社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて
培われた幅広い知識・経験等を当社の経営判
断に活かすために社外取締役に選任をしてお
ります。

【独立役員選任理由】

　同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オ
レンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクス
スポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務
しておりますが、当社とこれら３社との間に特別
の関係はありません。

以上のことから、一般株主と利益相反が生じる
おそれがないと判断し、独立役員に指定してお
ります。

西川　幸孝 ○ 該当事項はありません。

豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実
践的な経営コンサルタントとして、また人事労
務管理に関する数多くの著書を出版するなど
幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた
幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活か
すために選任しております。

【独立役員選任理由】

　同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締
役を兼務しておりますが、当社と株式会社ビジ
ネスリンクとの間に特別な関係はありません。

以上のことから、一般株主と利益相反が生じる
おそれがないと判断し、独立役員に指定してお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人及び内部監査室との間で、情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保します。監査役の職務の遂行にあた
り、監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士等外部専門家との連携を図れる環境を整備します。さらに監査役がその職務の執行につい
て生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま
たは債務を処理します。

　当社では監査役が必要とした場合、社長直轄の内部監査室に所属する使用人が監査役の補助を行います。

　また、その選任および解任については、監査役会と事前に協議の上、決定します。

　当社は上記における監査役を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令下で業務を遂行できる体制を確保
し、使用人の人事評価についても監査役会と協議して決定します。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

近藤　政博 他の会社の出身者 △

岩田　元 他の会社の出身者 ▲

天城　武治 公認会計士 △

今村　泰也 他の会社の出身者



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

近藤　政博 ○

1999年まで当社取引先金融機関である

東海銀行（現 三菱東京UFJ銀行）の業務

執行者として勤務しておりました。

　長年にわたる銀行業務及び企業経営の経験

により経営全般に優れた見識を有しており、経

営管理・リスク管理の観点から監視機能を確

保するために選任しております。

【独立役員選任理由】

　同氏は当社取引先金融機関の出身者です
が、既に退職後19年が経過しており、出身会社
の意向に影響される立場にはありません。

出身会社である株式会社三菱UFJ銀行と当社
の関係については、同行は当社株式を10％以
上所有する主要株主に該当せず、また同行か
らの借入金は、借入金全体の30.4％程度を占
めているものの、金融機関からの借入は総資
産の4.9％程度であり借入への依存度が低いこ
と、当社は複数の金融機関と継続的に取引を
行っていることから、同行の意向が著しく当社
に影響を及ぼすことはありません。

　以上のことから、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断し、独立役員に指定して
おります。

岩田　元 ○
岩田元氏の配偶者が当社従業員でありま
したが、2017年12月に退職しております。

税理士であり、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税
務・会計処理等の適正性に関する監視機能を
確保するために社外監査役に選任をしておりま
す。

【独立役員選任理由】

　税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務
しておりますが、当社と税理士法人タックスワン
中部との間に特別の関係はありません。

また、同氏の配偶者が当社従業員でありました
が、2017年12月に退職しております。

　以上のことから、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断し、独立役員と指定して
おります。

天城　武治 ○

1999年まで当社会計監査人である監査法
人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマ
ツ）の業務執行者として勤務しておりまし
た。

　公認会計士として会計事務所での業務を通じ
て培われた幅広い知識・経験等を有しており、
当社グループの財務面、またコンプライアンス
体制や内部統制に関する監視機能を確保する
ために社外監査役として選任をしております。

【独立役員選任理由】

　当社会計監査人の出身者ですが、既に退職
後19年が経過しており出身会社の意向に影響
される立場にはありません。

　以上のことから、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断し、独立役員に指定して
おります。



今村　泰也 ○ 該当事項はありません。

　事業会社において管理部門、監査部門、企
業経営等の豊富な経験により、経営全般に優
れた見識を有しており、その知識・経験を当社
グループの経営管理、リスク管理の観点からの
監視機能の強化に活かしていただきたく、社外
監査役として選任しております。

【独立役員選任理由】

　一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定め
る社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットの
みならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため
に、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額24,000千円以内の範囲で割り当てることとしております。

　また、当社の中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値のより一層の増大に資することを目的として、新株予約権の付与を
行っております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

　貢献度の高い取締役及び従業員に対して、新株予約権の付与、及び新株引受権付社債の発行を行っております。これは士気の向上及び、業

績向上に対する意欲を一層高めるためであります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　平成30年6月期における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

　　取締役に対する報酬 210,150千円

　　監査役に対する報酬 24,711千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の開催に際して、資料の事前配布を行うとともに、特に重要な取締役会付議事項について

事前説明を行っています。

　社外監査役については、必要に応じて内部監査室が対応しております。また、監査役会の開催によって、常勤監査役から非常勤監査役に対して
の情報伝達を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）



１．業務執行・監視の仕組み

　当社は取締役の職務執行が、効率的に行われることを確保する体制として、定時取締役会を月１回開催する他、必要に応じ適宜臨時取締役会
を開催し、重要事項を意思決定するとともに職務執行状況を監督します。

　また、常勤役員からなる経営会議を原則週１回開催し、個別の経営課題を実務的な観点から協議し、取締役の職務執行が効率的に行われる体
制を補完します。

２．内部監査及び監査役監査の状況

　内部監査につきましては、社長直轄組織の内部監査室（人員５名）を設置して、社長の承認を得た年間の監査計画書に基づき、各店舗へは臨店
調査を主体に、資産管理・労務管理・衛生管理・現金管理等の規程に定められた業務に関して、各部門へは社内処理手続（規程）・法令等遵守の
状況について内部監査を実施しており、業務の改善に向け助言・勧告を行っております。また、監査結果については監査報告書を作成し、役員及
び被監査部門の長に報告するとともに、被監査部門からは改善計画書の提出を求め、適正な改善がなされているかどうか適時フォローアップする
体制をとっております。

　監査役は、取締役の職務執行状況の監査、内部監査部門の監査の同行により法規範、公共への奉仕、経営能率等の見地から会社の意思決定
と職務執行が合理的であるかを監査しております。監査結果については監査報告書を作成し、監査役会、会長、社長及び経営会議に報告してお
ります。また、監査役会と会計監査人とは四半期に１回の定期会合と、必要に応じて随時情報及び意見の交換を行っております。

３．会計監査の状況

　　公認会計士による監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、会計監査を期末に偏ることなく期中においても定期的に受けております。
なお、当連結会計年度における監査の体制は以下のとおりであります。

　業務を執行した公認会計士　　谷津良明、後藤泰彦

　（注）継続監査年数については、いずれも７年以内のため記載を省略しております。

　監査業務に関わる補助者：公認会計士　 ８名、その他　13名

４．役員報酬の決定

　個別報酬額の決定方法については、役員各人の役位、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役報酬等は取締役会で、監査役報酬等は

監査役会で決定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しておりま
す。

　取締役会は、本書提出日現在、社外取締役３名を含む取締役10名で構成しており、定例取締役会を１ヶ月に１回、また必要に応じて随時、臨時
取締役会を開催しております。取締役会では、法令又は定款に定める事項の他、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決
算関係についての報告等を行っております。

　当社は、経営の意思決定・監督機能の強化及び透明性の向上を図るため、社外取締役を選任・配置しております。社外取締役の設置は、経営
に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監督することを目
的とするものであります。

　監査役会は、本書提出日現在、監査役４名全員が社外監査役として、客観性、中立性を確保し、職務執行状況を監査できる体制を整えておりま
す。また取締役会の他、経営会議、その他重要な会議にも出席し、監査役の立場から自由に意見を述べると共に、取締役の職務執行状況を監査
しており、経営管理の実効性の観点からも十分に機能しているものと判断しております。

　業務執行に際しましては、意思決定の迅速化と機動的経営の実現のために、経営会議を運営しております。経営会議は、経営幹部（常勤取締
役、執行役員、本部長及び事業部長）による協議の場であり、原則として週１回行われております。取締役会上程事項を含め、重要な事項等につ
いて協議しております。なお、必要に応じて経営幹部以外の参加が必要と認められた者も参加しております。

　執行役員制度につきましては、「経営の重要事項の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」を分離することで、責任の明確化と経営の公正
性、透明性の向上を図り、さらに取締役会の機能強化と業務の迅速化及び効率化を図ることを目的としております。

　また、社内のさらなる法令遵守、内部統制システムの整備の推進、リスク管理体制の整備の推進、企業倫理の徹底を目指すため、「内部統制推
進委員会」を設置しております。

　以上の経営執行の体制に、監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナン
スの実現が可能と考え、当体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
　当社は決算月が６月のため、一般的に言われる集中日に株主総会を設定することは無
いと判断しております。

その他
　招集通知発送日の２日前に証券取引所及び当社ウェブサイトに招集通知のPDFファイ
ルを掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　原則として、決算終了後を、個人投資家向けの説明会開催タイミングと考

え、定期的な説明会を実施する方針であります。
あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　原則として、決算及び中間決算終了後を、アナリスト・機関投資家向けの説

明会開催タイミングと考え、定期的な説明会を実施する方針であります。
あり

IR資料のホームページ掲載
　自社ホームページにＩＲ資料を設置する場所を設け、プレスリリース、決算短

信、月次情報、決算説明会資料などを随時掲載いたします。

IRに関する部署（担当者）の設置 　ＩＲに関しましては、成長戦略室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方

　当社はレストランチェーンの直営による経営並びにフランチャイズ・チェーン展開を主な事業内容としております。それゆえ、食品衛生法等の遵守
すべき法律も多く、食中毒や火災等の損失の危険も予測されます。このような事業特性の元で、健全で持続的な発展をする為に内部統制システ
ムを整備し、適切に運用することは経営上の重要課題であると考えております。

内部統制システムの整備の状況

　当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、平成27年７月13日開催の取締役会において、内部統制システムに
関する基本方針を次のとおり決定しております。

　当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために「コンプライアンス規程」を定め、そ
の運用と徹底に努めております。また業務分掌規程、職務権限規程、組織規程により取締役及び使用人の職務及び決裁権限内容に基づき、常
時取締役及び使用人が閲覧できるよう開示し、業務の執行が定款に適合し行われる体制を確保します。

　また、社内におけるコンプライアンスや内部管理統制の適切性・有効性を検証し、問題点の把握に努め、その対策を具体化するために、社長を
委員長とする内部統制推進委員会を２ヶ月に１回開催し、内部統制全般の整備と運用を行なっております。そして、当社の職務の執行が法令及び
定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による監査や、社長直轄の内部監査室による各部門に対する内部監査を定期的に実施しており
ます。

　さらに、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として「内部通報制度」を設置・運営し、不正行為等の早期発見と
是正を図ります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは「企業倫理憲章」「コンプライアンス規程」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関わりを遮
断することを規定しており、「暴力団等反社会的勢力の排除及び不当要求対応マニュアル」を策定し、反社会的勢力との関係遮断について明記す
るとともに、反社会的勢力の排除のための管理体制を以下のとおり整備しております。

ａ．対応部署及び対策委員会の設置

　当社は反社会的勢力の対応部署を総務部とし、総務部長が責任者となり反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを行います。また、総
務部長は必要に応じて管理本部本部長の承認を得た上で、適正な人材（社内・社外を問わず)を指名し、臨時に反社会的勢力対策委員会を設置
し、反社会的勢力への対応を行います。

ｂ．店舗における反社会的勢力に対する対応

　店舗において一次対応責任者は店長(不在時は次席社員)としております。また、留意事項に基づき、口頭による緊急報告を手順に従い実施す
るとともに、「暴力団等反社会的勢力との対応報告書」を作成し対応内容を文書化することとしております。

ｃ．外部専門機関との連携状況

　総務部を中心として、所轄の警察署、暴力追放県民会議、弁護士等と緊密に連携しております。

ｄ．取引先の調査

　新規取引先に対しては「新規取引業者対応マニュアル」に準じて「反社会的勢力調査」を事前に実施する仕組みを導入しております。既存取引
先に対しては、年１回「反社会的勢力調査」を実施することとしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　現在のところ買収防衛策は設けておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


